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○空き家の総数は、この10年で1.2倍（659万戸→820万戸）、20年で１.8倍（448万戸→820万戸）に増加。

○空き家の種類別の内訳では、「賃貸用又は売却用の住宅」（460万戸）が最も多いが、「その他の住宅」（318万戸）がこの10

年で1.5倍（212万戸→318万戸）、20年で2.1倍（149万戸→318万戸）に増加。

○なお、「その他の住宅」（318万戸）のうち、「一戸建（木造）」（220万戸）が最も多い。

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

出典：住宅・土地統計調査（総務省）

【空き家の種類別内訳】【空き家の種類別の空き家数の推移】
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【出典】：平成25年度住宅・土地統計調査（総務省）

空き家総数
8,195,600戸 賃貸用の

住宅
52.4%

(4,291,800)

二次的
住宅
5.0%

(412,000)

売却用の
住宅
3.8%

(308,200)

その他の
住宅

38.8%

(3,183,600)

長屋建
1.8%

(147,100)

その他
0.2%

(20,400)

共同住宅
（非木造）

7.3%

(594,300)

共同住宅
（木造）
1.4%

(116,300)

一戸建
（非木造）

1.1%

(105,500)

一戸建
（木造）
26.8%

(2,199,900)

1983年
S58

1988年
S63

1993年
H5

1998年
H10

2003年
H15

2008年
H20

2013年
H25

空き家の現状（種類別）

1



空き家総数
約820万戸

賃貸用の
住宅
52.4%
(429万戸)

二次的
住宅
5.0%
(41万戸)

売却用の
住宅
3.8%
(31万戸)

その他の
住宅
38.8%
(318万戸)

空き家の現状（その他空き家について）

【出典】：平成25年度住宅・土地統計調査（総務省）

318万戸

その他の住宅

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

184万戸

耐震性がある住宅

103万戸

腐朽・破損がない住宅

48万戸

駅から1km以内の住宅
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Ｈ１５ Ｈ２０ Ｈ２５

その他空き家率

その他空き家率の推移

平成25年その他空き家率（対 総ストック） の都道府県別 推移

０～4％未満

4～5.2％未満

5.2～6.4％未満

6.4～7.6％未満

7.6～8.8％未満

8.8～10％未満

10％以上

出典 ： 住宅・土地統計調査（総務省）
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空き家の将来予測

○ 民間シンクタンクの予測によれば、新設住宅着工戸数が減少しても、それを上回るスピードで世帯数が減少し、既存住
宅の除却や住宅用途以外への有効活用が進まなければ、2033年の総住宅数は約7,100万戸、空き家数は約2,150万戸
に増大、空き家率は30.2%に上昇。
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→ 民間シンクタンクに
よる予測値

（出典）実績値は総務省「住宅・土地統計調査」
予測値は株式会社 野村総合研究所
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空き家の取得原因等

○ 空き家となった住宅の取得原因は、相続が半数以上を占める。
○ 空き家の所有者の約４分の１が遠隔地（車・電車などで1時間超）に居住。

56.4％
20.5%

16.9%

2.3%
3.8%相続して取得

新築として注文･購

入

中古として購入

無償譲渡

不明

（出典）平成26年空家実態調査

■空き家の所有者の居住地からの距離■空き家となった住宅を取得した経緯

21.4%

16.6%

29.0%

15.7%

11.0%

1.2% 4.9%

ほとんどかからない（隣接地など）

徒歩圏内

車・電車などで1時間以内

車・電車などで1時間超～3時間以内

車・電車などで3時間超～日帰りが不可能

不明

無回答

■空き家にしておく理由（複数回答）

（出典）平成26年空家実態調査
3.9%

5.6%
7.4%

10.0%
10.2%

13.4%
16.7%

20.6%
20.6%

23.4%
25.8%

31.9%
32.8%
33.0%

36.4%
37.7%

39.9%
44.9%

中古戸建てを買う人が少ないから
戸建てを借りる人が少ないから

満足できる家賃が取れそうにないから
資産として保有しておきたいから
道路付けや交通の便が悪いから

満足できる価格で売れそうにないから
労力や手間をかけたくないから

他人に貸すことに不安があるから
リフォーム費用をかけたくないから

古い、狭いなど住宅の質が低いから
取り壊すと固定資産税が高くなるから

さら地にしても使い道がないから
仏壇など捨てられないものがあるから

好きなときに利用や処分ができなくなるから
将来、自分や親族が使うかもしれないから

特に困っていないから
解体費用をかけたくないから

物置として必要だから

（出典）平成26年空家実態調査

（回答数n=2,140）（回答数n=2,140）

（回答数n=461）
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○ 適正に管理されない空家等が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていること等を背景に制定された、「空家等
対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）（議員立法）が平成27年5月26日に全面施行され、市町
村が空き家対策を進める枠組みが整った。

空き家対策の概要

財政支援措置

居住環境の整備改善等を図る観点から、空き家の活用・除却を
促進する地方公共団体の取組を支援 （社会資本整備総合交付金）

税制措置

空家対策特別措置法に基づく市町村の取組を一層促進するため、➀民
間事業者等と連携した総合的な空き家対策への支援や、②専門家等と
連携して実施する空き家対策の先駆的モデル事業への支援を行う。

空家対策特別措置法（平成26年11月公布、平成27年5月全面施行）

市町村による空家等対策計画の策定等
・１０７市区町村が策定済（平成28年10月1日時点）

空家等の実態把握・所有者の特定等
・市町村内部で固定資産税等に関する情報の活用が可能

空家等及びその跡地の活用
管理不十分で放置することが不適切な空家等（特定空家等）に

対する措置 （助言・指導、勧告、命令、行政代執行）
・助言・指導 5,009件、勧告 137件、命令 7件、代執行 22件

（ 現行の住宅用地特例）

相続人が、相続により生じた古い空き住宅又は当該空き住宅の除却後
の敷地を平成28年４月１日から平成31年12月31日までの間に譲渡した
場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除する。（平成２８年創設）

更地

被相続人の住宅 空き住宅

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

空き住宅の譲渡所得
3,000万円特別控除の適用

相続

空き家の活用 周辺建物の外観整備 空き家の除却 空き室の活用

現行の
住宅用地

小規模住宅用地
（200㎡以下の

部分）

一般住宅用地
（200㎡を超え

る部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

市町村長が法の規定に基づく勧告をした特定空家等については、
当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地
特例の対象から除外

●

●

●

●

①空き家対策総合支援事業 H29予算案 23億円
②先駆的空き家対策モデル事業 H29予算案 1.38億円

(平成28年10月1日時点)
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空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況

○平成28年10月1日時点 国土交通省・総務省調査

市区町村数 比率

既に策定済み（公表済み） 107 6%

平成27年度 62 3%

平成28年度（10/1まで） 45 3%

策定予定あり 1,340 77%

平成28年度（10/2以降） 378 22%

平成29年度 304 17%

平成30年度以降 33 2%

時期未定 625 36%

策定予定なし 294 17%

合 計 1,741 100%

市区町村数 比率

設置済み 251 14%

平成27年度 108 6%

平成28年度（10/1まで） 143 8%

設置予定あり 827 48%

平成28年度（10/2以降） 168 10%

平成29年度 168 10%

平成30年度以降 11 1%

時期未定 480 27%

設置予定なし 663 38%

合 計 1,741 100%

H27年度 H28年度(10/1まで) 合 計

市 区
町村数

措置
件数

市 区
町村数

措置
件数

市 区
町村数

措置
件数

助言・指導 168 2,895 192 2,114 280 5,009

勧告 25 57 32 80 47 137

命令 3 4 3 3 6 7

代執行 1 1 3 3 4 4

略式代執行 8 8 10 10 16 18

1．空家等対策計画の策定状況 3．法定協議会の設置状況

2．特定空家等に対する措置の実績

・調査対象・・・1788団体（47都道府県、1741市区町村）
・回収数・・・1788団体（回収率100％）

※H27：平成28年3月31日まで
H28：平成28年10月1日

※助言・指導、勧告、略式代執行の実績がある市区町村数の合計は、
平成27年度と平成28年度（10/1まで）に助言・指導、勧告、略式代執
行を行った市区町村の重複分を除く
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新規
予算

全国版空き家・空き地バンクの構築や空き家等の流通促進に取り組む団体等への支援
1.1億円
（皆増）

23億円
(1.15倍)

1.38億円
(1.15倍)

空き家対策等の推進（H29年度予算・税制等）

〇空き家対策は、利用できるものは利用し、除却すべきものは除却するとの考え方のも
と、地域のまちづくり・住まいづくりとしての取組を支援
〇また、既存住宅流通市場の活性化の一環として支援

用途転換

住宅として流通

予算

予算

市町村による総合的な取組（活用、除却等）を推進（空き家対策総合支援事業）
「空家等対策計画」に基づく空き家対策を地域のまちづくりとして実施する市町村に対し、国が重点支援
例）・空き家の活用（空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）
・空き家の除却（跡地をポケットパークとして利用するための空き家の解体）

社会資本整備総合交付金（空き家の活用・除却を基幹事業として支援）

利用

新規
予算

予算

既存住宅流通・リフォーム市場の整備（長期優良住宅化リフォーム推進事業）

先駆的取組を全国に展開（先駆的空き家対策モデル事業）
市町村が専門家等と連携して行う先駆的な取組等を支援

解体・撤去

税制 買取再販事業で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税（2年延長）・登録免許税の特例

予算

空き家所有者情報の活用（空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業）
必要な体制整備等のモデル的な取組を行う地方公共団体を支援

新規
予算

子育て世帯や高齢者世帯等向けの賃貸住宅に空き家等を活用
住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等へ支援

41億円
(1.03倍)

0.38億円
(皆増)

社会資本整備
総合交付金等
の内数等

社会資本整備
総合交付金等
の内数

その他

※金額は概算要求額、（）内は前年比

税制
発生防止等

税制

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続により生じた古い空き家（含：除却後の敷地）を譲渡した場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除

固定資産税等の特例（住宅用地特例の解除）
空家法に基づく勧告をした特定空家等に係る敷地について住宅用地特例の対象から除外
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平成29年度予算案：0.38 億円

○ 空き家の中には相続登記等がなされていないものもあり、所有者情報の把握には課題がある。
○ 平成27年に施行された空家特措法により、税務部局が保有する課税情報を空き家対策のために活用できることとなった
が、当該情報はそのままでは第三者に提供できない。

〇 このため、どのような形で活用できるのか関係省庁間で検討しつつ、自治体における具体的な取組を調査し、民間事業者
等と協働した空き家活用の取組が進むよう検討を進める。

市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他
の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に
当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

京都市の取組（H28にモデル地区での調査・啓発を実施予定）

空家特措法 第10条第1項の抜粋

※税務部局からの情報提供は、
特段問題なく機能している

１．空き家活用の重点取組地区（駅周辺５００ｍ圏内・4カ所程度）を設定

２．当該地区内の空き家所有者を調査（税情報も活用）

３．市（ or 委託業者 ）が直接、空き家所有者に活用を働きかけ

（所有者が活用の意向を示した場合）

４．宅建士（「地域の空き家相談員（現在303名登録）」）に取り次ぎ

所有者の同意の取り方

最大の課題

＜当該情報の活用にあたり検討すべき点＞
・守秘義務が課されているが、行政内部での活用を特別に認められた情報としての取扱について
・個人情報保護の観点について

平成29年度予算案 （空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業 国費：0.38 億円）

空き家所有者情報を活用するモデル的な取組を行う地方公共団体を支援

空き家所有者情報の活用について
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（ガイドラインのイメージ）

○　空き家所有者情報の外部提供にあたっての法制的な留意点

・地方税法上の守秘義務との関係

・行政機関の保有する個人情報保護に関する法制との関係

○　空き家所有者情報の外部提供にあたっての運用上の留意点

・空き家所有者の意向確認及び同意取得

・外部提供（提供先、提供方法）

※　相談員制度の活用（京都市）等、先進的な自治体の

※　取組を踏まえつつ整理

ガイドライン（試案）公表

2

9

年

度

 

平

成

２

８

年

度

モデル的に取組む

地方公共団体の後押し

・トラブル防止及び発生時の対応

全 国 へ 横 展 開

関係業界との意見交換

ガイドライン の 充 実

空き家所有者情報の外部提供による空き家利活用推進 今後の予定（イメージ）

・ 関係省庁との調整

・ 先進的な自治体の取組
の調査

・ 自治体の個人情報保護条例
の調査

・ 関係業界との意見交換
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①市町村による空き家の特定・所有者調査
（課税情報も活用）

②空き家所有者に外部提供の意向確認
③空き家所有者の同意
④所有者情報を提供
⑤事業者と所有者の接触

空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン（試案）

○ 空き家対策については、除却のみならず、流通を中心とした利活用の促進が必要であり、そのためには、宅地建物取引業者等
の民間事業者との連携が重要。

○ 一方、空家特措法により、市町村の税務部局が保有する課税情報を、空き家対策のために市町村内部で利用できることとなっ
たが、課税情報を含む空き家所有者情報は、そのままでは、民間事業者等の外部に提供できない。

○ そのため、空き家所有者情報を外部に提供する際の法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法
及びその留意点をガイドライン（試案）としてとりまとめた。市町村に活用していただきながら、今後更に内容の充実を図る。

３ ．市町村における先進的な取組

２．運用の方法及びその留意点１．法制的整理

・ 「空き家部局に所属する者」が、税務
部局から得た課税情報を外部提供して
も、地方税法の処罰の対象になること
はない。

・ 所有者本人の同意を得てその同意
の範囲内で外部提供する限り、個人
情報保護条例に抵触することはない。

・ 所有者本人の同意の範囲内で外部
提供する情報は「秘密」にあたらず、
地方公務員法に抵触することはない。

地方税法（秘密漏えい）との関係

個人情報保護条例との関係

地方公務員法（秘密を守る義務）
との関係

① 情報の提供先
例：〇〇協会△△支部及び所属事業者

② 提供先における利用目的
③ 提供される情報の内容

例：氏名、連絡先、利活用の意向、物件情報等

空き家所有者の同意

民間事業者等との連携方法

（１）同意取得の相手方 ： 所有者

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

概

要

（３）同意取得の方法 ： 書面が望ましい

○ 市町村による民間事業者の登録制度
や市町村と事業者団体との協定等が考
えられる（市町村が積極的に関与）

○ 苦情対応やトラブル防止に配慮した
仕組みづくりが重要

・ 市町村の先進的な取組事例（京都市、松戸市、太田市）を、そのスキーム図や実際
に使用している同意書の書式等とともに紹介

事業者 　　所有者

税務部局

空家部局

②

③
④

①

⑤

空き家所有者情報の外部提供スキーム（イメージ）

（２）同意取得の内容 ：

・ 空家特措法により、課税情報を行政内
部で利用できるようになり、当該情報を
基に空き家所有者本人への接触も可能。
・ さらに、所有者本人の同意が得られれ

ば、課税情報を含む所有者情報を外部
提供することも可能。
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１．地方税法との関係 ２．個人情報の保護に関する条例との関係

・ 地方税法第22条において、地方税に関
する調査等に関する事務に従事している者
又は従事していた者がこれらの事務に関し
て知り得た秘密を漏らした場合等に処罰す
る旨規定。
・ 空き家部局に所属する者は、「地方税に
関する調査等に関する事務に従事している
者又は従事していた者」に当たらない。
・ このため、空き家部局に所属する者が税
務部局から得た課税情報を外部提供しても、
地方税法第22条に抵触しない。

【地方税法（抄）】
（秘密漏えいに関する罪）
第22条 地方税に関する調査（不服申立てに係る
事件の審理のための調査及び地方税の犯則事
件の調査を含む。）若しくは租税条約等の実施に
伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等
に関する法律 （昭和44年法律第46号）の規定に
基づいて行う情報の提供のための調査に関する
事務又は地方税の徴収に関する事務に従事して
いる者又は従事していた者は、これらの事務に関
して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合に
おいては、２年以下の懲役又は100万円以下の
罰金に処する。

・ 市町村は、条例により個人情報の取扱い
を規定。
・ 全ての市町村で、個人情報保護条例を制
定し、条例で個人情報の目的外利用・外部
提供を制限。
・ 一般的にその例外として、本人の同意が
ある場合を規定。当該規定のある市町村に
おいては、あらかじめ所有者本人の同意を
得て、その同意の範囲内で外部提供する
限り、個人情報保護条例に抵触しないと考
えられる。

【京都市個人情報保護条例（抄）】
(個人情報の利用及び提供の制限)
第８条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を
超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この
条において同じ。)を当該実施機関内で利用し、又
は当該実施機関以外のものに提供してはならな
い。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき
は、この限りでない。
(１) （略）
(２) 本人の同意があるとき。
(３)～(５) （略）
２・３ （略）

３．地方公務員法との関係

・ 地方公務員法第34条第１項において、職
員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな
らない旨規定。
・ 「秘密」とは、「一般的に了知されていな
い事実であって、それを一般に了知せしめ
ることが一定の利益の侵害になると客観的
に考えられるもの」とされているところ、あら
かじめ、所有者本人の同意を得て、その同
意の範囲内で所有者情報を外部提供する
場合、所有者本人の権利利益を不当に損
なうおそれがあるとは認められないため、
「秘密」に当たらない。
・ このため、所有者本人の同意の範囲内で
外部提供する場合は、地方公務員法第34
条第１項に抵触しないと考えられる。

【地方公務員法（抄）】
（秘密を守る義務）
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らして
はならない。その職を退いた後も、また、同様とす
る。
２・３ （略）

※「特定個人情報」とは、個人番号（マイナンバー）をその内容に含む個人情報

参考１：法制的整理について
○ 空家等対策の推進に関する特別措置法

・ 空家特措法第10条により、市町村の税務部局が保有する固定資産税の課税情報を、法律の施行のために必要な限度において、市町村内部
で利用できるようになり、当該情報を基に空き家所有者本人への接触も可能となった。

【空家等対策の推進に関する特別措置法（抄）】
（空家等の所有者等に関する情報の利用等）
第10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この
法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
２・３ （略）
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参考２：運用の方法及びその留意点、市町村の先進的な事例

● 民間事業者等との連携方法
○ 市町村が積極的に関与するとともに、苦情対応やトラブル防止に配慮しな

がら、地域の実情に応じた仕組みとしていくことが必要。

【市町村が登録した者（例：京都市の空き家相談員）に情報提供する場合】

・ 実施要領等により、制度として定め、公開

・ 個人情報取扱いや登録抹消に係る規定の明示や、登録等事業

者への研修等によるトラブル防止、相談窓口設置による苦情対応

【民間事業者団体に情報を提供する場合】

・ 市町村と民間事業者団体間で協定を締結し、公開

・ 秘密保持違反の場合の対応等によるトラブル防止、相談窓口設

置による苦情対応等について、取り決め 等

① 駅周辺など利便性が高い地域等を重点取組地区に設定

② 課税情報も活用し，重点取組地区の空き家所在地及び空き家所有者を調査し，活用を働きかけ

③ 活用意向がある場合，地域の空き家相談員（宅地建物取引士）に取り次ぎ

概
要

２．活用の働きかけ

空 き家所有者

都 市 計 画 局
まち再生・創造推進室

行財政局税務部

京 都 市

重点取組地区

３．利活用の意向

地域の空き家相談員
( ２９７名 )

４．相談員取り次ぎ
（所有者同意が前提）

１．空き家調査

各種情報と現地調査に
基づき特定

５．報告

情報提供

・駅周辺

500m圏内

・平成２８

年度は，

4ヶ所（北

大路駅，二

条駅，丹波

橋駅，桂駅

周辺）設定

課 税 情 報

消防局

空 き 家 情 報

上下水道局

水道閉栓情報
相談対応

● 空き家所有者の同意
（１）同意取得の相手方

○ 同意取得の相手方は、空き家の所有者

○ 共有の場合は、共有者全員から同意を得ることが原則である

が、共有者の一部から同意を得られた場合には当該者の氏名や

連絡先を外部提供することは可能。

（２）同意取得の内容

○ ①情報の提供先、②提供先における利用目的、③提供される

情報の内容を明示の上、同意を取得することが必要。

○ 情報の提供先については、必ずしも個別の事業者名を記載す

る必要はなく、「○○協会△△支部及び所属事業者」などでの記

載も可能。

○ 空き家部局が他部局等から得た空き家所有者情報には、住所

や氏名の情報はあっても、連絡先（メールアドレス）や空き家等の

状況、空き家になった時期等の情報がない場合も多いため、こう

した情報を所有者から取得し、当該情報を提供することも有益。

（３）同意取得の方法

○ 後日のトラブル防止等の観点から、口頭ではなく、書面で行うこ

とが望ましい。

運用の方法及びその留意点

京都市の例
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民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度の枠組み（案）

入居支援等

情報提供登録

住宅確保要配慮者の
入居を拒まない住宅

賃
貸
人

都道府県等

要
配
慮
者

入居

国と地方公共団体等による支援
・改修費補助（立上り期に国の直接補助あり）
・家賃低廉化・家賃債務保証料補助
・改修費融資（(独)住宅金融支援機構）

居住支援協議会

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

都道府県
市区町村

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

居住支援団体
居住支援法人
社会福祉法人
ＮＰＯ等

１．都道府県・市区町村による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の
供給促進計画の策定 【法律】

・国の基本方針に基づき、供給目標、施策等を規定

・住宅確保要配慮者の範囲

- 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、被災者世帯

- 低額所得世帯（収入分位25%以下） - その他外国人世帯等

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

登録住宅の改修・入居への経済的支援

２．賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府
県・政令市・中核市に登録 【法律】 ※指定登録機関による登録も可能とする

① 登録住宅に対する改修費補助 【予算】

補助対象工事 バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等

補助率 【補助金（制度の立上り期）の場合】：国１／３ （国の直接補助）
【交付金の場合】：国１／３＋地方１／３

（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

入居者要件等 入居者収入及び家賃水準（特に補助金の場合）について一定要件あり

② (独)住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資等 【法律・予算】

・登録基準 - 耐震性能 - 一定の居住面積 等

※上記の供給促進計画により、登録基準の強化・緩和が可能

※共同居住型住宅（いわゆるシェアハウス）の面積等の基準を設定予定

１．登録住宅の改修に対する支援措置

３．都道府県等が登録住宅の情報開示・賃貸人の指導監督 【法律】
５．住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化

① 適正に家賃債務保証を行う業者について、情報提供を行うとと
もに、(独)住宅金融支援機構の保険引受けの対象に追加 【法律・予算】

・一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国で登録（省令等で規定）

② 居住支援法人による家賃債務保証の実施 【法律】

２．低額所得者の入居負担軽減のための支援措置 【予算】

４．居住支援活動への支援措置等 【予算】

補助対象 ①家賃低廉化に要する費用 ②入居時の家賃債務保証料
（国費上限2万円／月・戸） （国費上限3万円／戸）

補助率 国１／２＋地方１／２ （地方が実施する場合の間接補助）

入居者要件等 入居者収入及び補助期間について一定要件あり

補助対象 居住支援協議会等の活動支援 等

補助率 国定額 （国の直接補助）

住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

１．都道府県による居住支援法人の指定 【法律】

・都道府県が家賃債務保証等の居住支援活動を行うNPO法人等を指定

２．居住支援法人等による登録住宅等の情報提供・入居相談 【法律】

※登録要件等 -社内規則等の整備、相談窓口設置 -契約時の重要事項説明・書面交付 ほか

３．生活保護受給者の住宅扶助費等について
賃貸人からの通知に基づき代理納付（※）の
要否を判断するための手続を創設 【法律】

※ 本来、生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を、保護の実施機関
が賃貸人に直接支払うこと

（補助を受けた住宅は専用住宅化）

新たな住宅セーフティネット制度のイメージ

（専用の住宅として登録された住宅の場合）

保護の実施機関

家賃・共益費

住宅
扶助費等

代理納付

賃
貸
人

①通知

②代理納付の要否を判断

生
活
保
護

受
給
者
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空き家・空き地等の流通の活性化の推進

移住者に売却・賃貸

起業等の場として提供

◎空き家・空き店舗の再生

◎新たな消費・投資の喚起

施策の効果

• 需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空き家・空き地等の流動性を高め、有効活用を推進。

• 具体的には、全国の空き家・空き地等の検索が可能な全国版空き家・空き地バンクの構築、空き家・空き地等の流通促進
のために先進的な取組を行う団体等への支援を行う。

現状

地域の空き家等の流通モデルの構築

空き家等

将来像

○不動産流通市場活性化に
よる経済効果の発現

○空き家・空き地等の有効活
用の促進

不動産業団体等による
効果的なマッチング

多様なニーズに応じた物件紹介など、
消費者サービスの向上を推進

全国版空き家・空き地バンクの構築

・ 自治体ごとに仕様が異なり、一覧
性がない

・ 検索や比較検討がしづらい

現状

・ 物件情報の掲載項目を標準化

・ 全国の物件が掲載され、ワンストッ
プで多数の物件が検索可能に

・ 消費者のニーズに応じた検索が可
能な仕組みを導入（物件の特徴等に
よる条件検索など）

将来像

Ａ市バンク

Ｂ市バンク

Ｃ町バンク

消
費
者

全国
空き家・空き地バンク

民間の
不動産情報サイト

情報の連携

自治体
所
有
者

消
費
者

物件情報
の集約

相談窓口

民間が運営

多数の人が
ワンストップ
で検索可能

協議会

・ 空き家等の有効活用や管理には、
不動産取引の専門家である宅建業
者等の協力が不可欠

・ 一部の地域において、不動産業団
体等による対策が進みつつある

・ 空き家等の流通モデルの構築・普
及に向け、関係者が連携して空き
家等の流通促進のために先進的な
取組を行う不動産業団体等を支援

＜取組例＞
・ リフォーム提案と組み合わせた物件紹介
・ 空き家等の管理による不動産価値の維持
・ 遠隔地居住者向けの相談会の開催

等
空き家等の需給のミスマッチを解消し、
新たな需要を創出

など

マッチング機能が
不十分

マッチング可能性が増大

平成29年度予算案 ： 1.1億円
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不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案 概要

○ 空き家・空き店舗等が全国で増加する一方で、志ある資金を活用して不動産ストックを再生し、地方創生につなげる取組が拡大してい
るが、不動産特定共同事業※に該当する場合には、許可要件が地方の事業者にとってはハードルが高く、見直しが必要。
※ 組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業。

○ 地方創生に資する事業での資金調達方法として、クラウドファンディングの活用が広がる中、不動産特定共同事業では書面での取引し
か想定しておらず、電子化への対応が必要。

○ 観光等の成長分野を中心に質の高い不動産ストックの形成を促進するため、不動産特定共同事業制度の規制の見直しが必要。

クラウドファンディングに対応した環
境整備

良質な不動産ストックの形成を推進する
ための規制の見直し

小規模不動産特定共同事業に係る
特例の創設

○ 空き家・空き店舗等の再生・活用
事業に地域の不動産事業者等が幅
広く参入できるよう、出資総額等が
一定規模以下の「小規模不動産特
定共同事業」を創設。

○ 事業者の資本金要件を緩和する
とともに、５年の登録更新制とする等、
投資家保護を確保。

古民家を宿泊施設に改
装して運営（明日香村お
もてなしファンド）

【空き家等の再生・活用事業の例】

舟屋をカフェ・宿に改装
して運営（伊根 油屋の
舟屋「雅」 ）

○ 投資家に交付する契約締結前の
書面等について、インターネット上で
の手続きに関する規定を整備。

○ インターネットを通じて資金を集め
る仕組みを取り扱う事業者について、
適切な情報提供等必要な業務管理
体制に係る規定を整備。

【国内クラウドファンディングの市場規模推移】

○ プロ向け事業の規制の見直し
・ プロ投資家向け事業における約款規制
の廃止。

・ 機関投資家等スーパープロ投資家の
みを事業参加者とする場合の特例等の
創設。

○ 特別目的会社を活用した事業におけ
る事業参加者の範囲の
拡大
・ 一部のリスクの小さな事業（修繕等）に
おける事業参加者の範囲を一般投資
家まで拡大。

【特例事業の活用事例】
旧耐震のホテルを建て替え、
環境性能の高いホテルを開発

出典：㈱矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場に関す
る調査結果2016」

0

100

200

300

400

500

600

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
（見込み）

（
億
円
）

法案の概要

背景・必要性

【目標・効果】
地方の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、成長分野での良質な不動産ストックの形成を推進し、都市の競争力の向上を図る。

（ＫＰＩ） 地方の不動産会社等の新たな参入 800社（2017～2022年）
空き家・空き店舗等の再生による新たな投資 約500億円（2017～2022年）

平成29年3月3日
閣議決定
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ha 都市的土地利用の内訳

農林地から都市的土地利用への転換面積の推移及び転換後の用途内訳

（出典）土地白書

○ 経済活動、産業構造の変化や少子高齢化・人口減少等の社会構造の変化により、空き地は増加傾向にある。
○ 空き地は個々の所有者の意向によって散発・離散的に発生し、多くの場合まとまりなく存在している。

平成５年
平成25年

空き地
屋外駐車場
その他空地
空き家

（出典）国土交通政策研究所「空地等の発生消滅の要因把握と新たな利活用方策に関する調査研究」

低・未利用地が分散化
して増えている

人口減少により、新たな都市的土地利
用の需要は少なくなるにも関わらず、
依然として農業的土地利用から新たな
都市的土地利用への転換は進んでお
り、一方で、市街地において低・未利
用地が増えている。

土地利用の非効率化
空き地
屋外駐車場
公園・広場
空き家

依然として１万ha以上の
農林業地等が都市的土地
利用に転換されている

空き地等の発生状況

1279 1253 1310 
1217 

1554 

7.3 7.6 7.6 
7.1 

8.2 

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0

300

600

900

1200

1500

1800

1993 1998 2003 2008 2013

（％）（㎢）
空き地面積

空き地率

全国の空き地面積と空き地率

空
き
地
率

空
き
地
面
積

（出典）国土交通省「土地基本調査」

低・未利用地の変遷（近畿の地方都市の一般住宅地）

（注１）本調査における「空き地」には原野、荒れ地、池沼などを含む
（注２）2008年の数値は過小推計となっている可能性があることに留意。

17



世帯の所有する空き地の取得原因等

■世帯の所有する土地利用の変化
（k㎡）

低・未利用地の割合低・未利用地の割合

■世帯の所有する空き地の取得方法
（k㎡）

取得方法
平成15年
時面積

平成25年
時面積

増加率

国・都道府県・市区町村
から購入

25 22 -12%

会社・都市再生機構・公
社などの法人から購入

69 48 -31%

個人から購入 160 172 8%

相続・贈与で取得 394 701 78%

その他 24 29 20%

不詳 9 10 1%

総数 681 981 44%

279 317

87 116

681

981
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平成15年 平成25年
屋外駐車場 資材置き場 利用していない（空き地、原野など）空き地

（出典）国土交通省 「土地基本調査」
（注）本調査における「空き地」には原野、荒れ地、池沼などを含む

3.3%

8.4%

5.8%

21.9%

10.2%

10.3%

17.3%

24.6%

50.3%

その他

利用に当たっての資金的な余裕がないため

売却又は賃貸を検討したが、手続きなどが

面倒で売却又は賃貸に至っていないため

売却又は賃貸を検討したが、価格面での条件が合わ

ないことなどにより売却又は賃貸に至っていないため

いわゆる虫食いや不整形などの土地の立地

や形状により、利用方法が見当たらないため

将来の生活設計のため

当初から特に利用目的はないが、土地

を資産として所有していたいため

体力的な問題や後継者不足のため

相続したが、今のところ利用する予定がないため

■所有する土地を利用していない理由（複数回答）

（出典）国土交通省「人口減少・高齢化社会における土地利用の実態に関する調査」

○ 世帯の所有する空き地は10年間で300k㎡増加。
○ 世帯の所有する空き地について、平成15年と平成25年の状況を比較すると、相続・贈与で取得した空き地が大き

く増加している。

世帯の所有する空き地の
評価額は3兆950億円
（国土交通省推計）

（出典）国土交通省 「土地基本調査」
（注）本調査における「空き地」には原野、荒れ地、池沼などを含む

300k㎡増加
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